
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

岩

本

平

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
桜
井
保
健
所
の
部

狂
犬
病
の
予
防
若
し
く
は
犬
の
抑
留
又
は
飼
犬
の
管
理
業
務
に
直
接

(1)

従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
獣
医
師
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
の
項
中
「
三
」
を
「
二
」
に
改

(2)

め
、
同
部

橿
原
動
物
指
導
管
理
事
務
所
長
の
項
中
「
橿
原
動
物
指
導
管
理
事
務
所
長
」
を
「
動
物
愛

(2)

「

運
動
療
法
又
は
作
業
療
法
に
直
接
従
事
す
る

護
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
同
表
中

県
立
病
院

と
を
本
務
と
す
る
職
員

「

医
師
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二

(1)

(3)

こ

運
動
療
法
又
は
作
業
療
法
に
直
接
従
事
す

(2)

二

を

県
立
病
院

二

る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員

」

院
長
及
び
副
院
長

一

(3)

」

に
改
め
る
。

「

別
表
第
二
ウ
の
表
中
２
級
の
項
の
次
に

を
、
同

特
２

級
１

１
５

０
０

円
，

」

「

表
エ
の
表
中
２
級
の
項
の
次
に

を
加
え
、
同
表
キ

特
２

級
１

１
２

０
０

円
，

」

を
同
表
ク
と
し
、
同
表
カ
を
同
表
キ
と
し
、
同
表
オ
を
同
表
カ
と
し
、
同
表
エ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加



え
る
。



オ 医療職給料表（一）

職務の級 調整基本額

１級 １０，８００円

２級 １３，１００円

３級 １４，５００円

４級 １５，５００円



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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